
① Ａ市からＢ市の介護保険施設へと移動した場合（通常の住所地特例）

住所地特例及び区域外指定による市町村間の関係性
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介護保険施設は住所地特例の対象であるため、Ａ市が保険者となるが、
認知症ＧＨ、地域密着型特定施設、地域密着型特養といった地域密
着型サービスは住所地特例の対象外であるため、Ｂ市が保険者となる。

Ｂ市の介護保険施設に住民票
を移した場合（２以上の施設
に順次移した場合も含む。）で
あっても、住所地特例によって、
Ａ市が引き続き保険者となる。

住所地特例の対象外である事
業所等に住民票を移した場合、
特例の適用から外れ、その後は
原則どおり住民票のあるＢ市が
保険者となる。

②のケースでＡ市からＢ市の介護保険施設に住所地特例で入所し、
退所後、住み慣れた元の市町村であるＡ市の認知症ＧＨを利用。
（住民票はＡ市の認知症ＧＨ等に移す。）

別添２
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⑤ 区域外指定制度の活用を図った場合 ※介護保険法第78条の２関係
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Ａ市からＢ市の介護保険施設に入所（住所地特例）し、退所後、区域外指定でＢ市の認知症ＧＨを利用。
※A市に住所を有している必要がある。
※Ｂ市の認知症ＧＨからＡ市に指定申請が出ており、Ａ市の区域外指定についてＢ市が同意している必要がある。
※事前の協議により、Ｂ市からの都度の同意を不要とする旨の同意を得ておくことも可能。

当事者であるＡ市とＢ市等の
同意が得られるのであれば、基
本的に区域外指定により対応
が可能。
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住所地特例及び区域外指定による市町村間の関係性

④ Ａ市からＢ市の認知症ＧＨ、介護保険施設と順次移動した場合

Ａ市

保険者：Ａ市

転居
B市

（自宅） （介護保険施設）

保険者：Ｂ市

Ａ市からＢ市の認知症ＧＨに住民票を移した場合、原則どおり住
民票のあるＢ市が保険者となる。
（Ｂ市内の親族宅等に一旦住民票を移し、地域密着型サービスを
利用する場合も同様。）
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